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小規模企業表の小規模企業表の小規模企業表の小規模企業表の利用上の注意利用上の注意利用上の注意利用上の注意    

 

平成２５年６月２１日に公布された｢小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本

法等の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)｣を踏まえ、平成２５年中小企業実態基

本調査（平成２４年度決算実績）の結果から、小規模企業に対応する企業の財務情報、経営

情報及び設備投資動向等の統計表を参考表として作成した。 

平成２７年中小企業実態基本調査（平成２６年度決算実績）のうち、以下の集計の範囲に

示す調査対象より集計を行った。 

集計の範囲は、日本標準産業分類（平成２５年１０月改定 平成２６年４月１日施行）に掲

げる大分類Ｄ－建設業、Ｅ－製造業、Ｇ－情報通信業、Ｈ－運輸業，郵便業、Ｉ－卸売業，小

売業、Ｋ－不動産業，物品賃貸業、Ｌ－学術研究，専門・技術サービス業、Ｍ－宿泊業，飲食

サービス業、Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業及びＲ－サービス業（他に分類されないもの）

のうち、「別表 集計の範囲」に掲げる業種及び規模に属する企業（個人企業を含む。以下同じ。）

である。 

※ 業種の範囲及び企業規模（従業者規模）の範囲については、「別表 集計の範囲」を参

照。 
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別表 

集 計 の 範 囲 

１業種の範囲 
 

業 種 業種の範囲 

建設業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｄ－建設業 

製造業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｅ－製造業 

情報通信業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｇ－情報通信業 

運輸業，郵便業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｈ－運輸業，郵便業のうち、 

中分類４３道路旅客運送業、 

４４道路貨物運送業、 

４５水運業、 

４７倉庫業、 

４８運輸に附帯するサービス業、 

４９郵便業（信書便事業を含む） 

卸売業，小売業 日本標準産業分類に掲げる大分類 I－卸売業，小売業 

不動産業，物品賃貸業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｋ－不動産業，物品賃貸業 

学術研究，専門・技術サービス業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｌ－学術研究，専門・技術サービス業 

中分類７１学術・開発研究機関を除く 

宿泊業，飲食サービス業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業 

生活関連サービス業，娯楽業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業 

サービス業（他に分類されないもの） 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないも

の）のうち、 

中分類８８廃棄物処理業、 

８９自動車整備業、 

９０機械等修理業（別掲を除く）、 

９１職業紹介・労働者派遣業、 

９２その他の事業サービス業 

 

２企業規模の範囲 
 

業 種 企業規模の範囲（中小企業者のうち小規模企業者） 

建設業 従業者２０人以下 

製造業 従業者２０人以下 

情報通信業 中分類３８放送業 ：従業者５人以下 

中分類３９情報サービス業：従業者５人以下 

小分類４１１映像情報制作・配給業 ：従業者５人以下 

小分類４１２音声情報制作業 ：従業者５人以下 

小分類４１５広告制作業 ：従業者５人以下 

小分類４１６映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 

 ：従業者５人以下 

上記以外 ：従業者２０人以下 

運輸業，郵便業 従業者２０人以下 

卸売業，小売業 従業者５人以下 

不動産業，物品賃貸業 小分類６９３駐車場業 ：従業者５人以下 

中分類７０物品賃貸業 ：従業者５人以下 

上記以外 ：従業者２０人以下 

学術研究，専門・技術サービス業 従業者５人以下 

宿泊業，飲食サービス業 中分類７５宿泊業 ：従業者２０人以下 

上記以外 ：従業者５人以下 

生活関連サービス業，娯楽業 小分類７９１旅行業 ：従業者２０人以下 

中分類８０娯楽業 ：従業者２０人以下 

上記以外 ：従業者５人以下 

サービス業（他に分類されないもの） 従業者５人以下 

 

（注）従業者とは常用雇用者を指す。 


